
（仮称）富士山の恵み産業パーク基本計画策定業務委託仕様書 

 

１．仕様書の位置付け 

本仕様書は公募型プロポーザルを実施するにあたり、御殿場市（以下「市」という。）

として最低限の要求事項を示すものであり、要求事項に対する具体的な手法、本仕様書に

は記載していない独自の提案及び計画の実現可能性を高めるための提案について制限する

ものではないため、業務内容等は受注者との協議の上、変更を加えることがあるものとす

る。 

変更の際は、市と受注者とが変更内容を書面により記録し、各自１通保管するものとする。 

 

２．業務名 

（仮称）富士山の恵み産業パーク基本計画策定業務委託 

 

３．業務目的 

市が、主要幹線道路沿いに富士山の恵みを最大限に生かした「御殿場型経済・観光活性化」

の拠点となる「道の駅」的な機能を持つ施設整備することを目的として事業化を検討してい

る（仮称）富士山の恵み産業パークの整備イメージの深度化、官民連携手法に関する調査、

事業スキームの構築等を行い、基本計画を策定することを目的とする。 

 

４．履行期間 

契約締結日翌日から令和８年９月３０日（水）まで 

 

 ５.支払条件 

   委託料は、次に掲げる条件で支払う。 

  (1) 前払金 

     受注者は保証事業会社と業務委託料の金額に１０分の３を乗じて得た額（万円未満端

数切り捨て）（以下、「前払金額」という。）の保証契約を締結し、その保証書を市に

寄託し、前払金額の支払を請求すること。 

  (2) 完了払 

     業務の完了確認後、業務委託料から前払金額を控除した金額を支払うものとする。 

 

６．受託事業者の責務 

(1) 本業務を適正かつ円滑に実施するため、本業務の目的等を十分理解し、業務を実施するも

のとする。また、本仕様書のほか、関係法令及び適用基準等を遵守しなければならない。 

(2) 本業務に関連し、市が進捗などの調査又は報告を求めた場合、速やかにこれに応じ必要な

報告書等を提出するものとする。 

(3) 本業務の全てを再委託してはならない。また、一部を再委託する場合は、予め市の承認を

得ること。 

(4) 本業務上知り得た情報は、漏らしてはならない。 
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７．整備計画の概要 

(1) 設置場所：御殿場市新橋 地内（別紙位置図のとおり） 

(2) 敷地面積：約40,000㎡ 

(3) 区域区分：都市計画区域 

(4) 用途地域：指定なし 

(5) 建築制限：建ぺい率60％ 容積率200％ 

 

８．業務内容 

［フェーズ１：契約締結日翌日から令和８年７月３１日（金）まで］ 

本事業の事業スキーム構築、農用地区域から除外する手続き等に必要な書類の作成支援ま

でを行う。 

(1) 前提条件の整理 

基本構想の内容把握を行うとともに、本業務に関係する各種上位計画や関連法規制状

況等を把握し、基本計画策定のための前提条件として整理する。 

(2) 需要予測調査、導入機能および施設規模の検討 

基本構想における（仮称）富士山の恵み産業パークのコンセプト、基本理念及び基本

ゾーニング計画等をもとに、一般的な需要予測を行い、必要な施設の内容、規模、形態

について検討する。 

需要予測については、主たるターゲットを設定し、利用者数、立ち寄り率、売上高等

を試算する。 

(3) 施設計画の検討 

①土地利用計画（施設配置計画） 

（仮称）富士山の恵み産業パークの来訪者動線や円滑な管理・運営を図るための動線等

を検討するとともに、各施設等の配置を検討し、施設配置計画を立案する。 

②建築計画 

概略の平面計画を作成し、平面計画から各施設の床面積を算出する。 

(4) 概算工事費・想定工期の算出 

(1)から(3)の検討結果をふまえ、類似事例の実績や施設特性を考慮し、事業手法によ

る概算工事費・想定工期を算出し、検討する。 

(5) 官民連携手法に関する調査 

①官民連携手法の整理 

基本構想における既往調査の結果や計画を踏まえ、本事業の検討対象となる官民連

携手法の前提条件や法制度上の規制等を整理する。 

②先進事例の整理 

（仮称）富士山の恵み産業パークの整備に際して、類似施設等から官民連携手法を

導入した事例を整理する。また、整理した事例から事業スキーム等のヒアリングを行

う。 

    ③民間活力の導入範囲の整理 

本事業における施設整備、維持管理及び運営等について、民間活力を導入する範囲

を整理する。 
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(6) 事業スキームの構築 

①企業・団体ニーズ調査の実施 

民間事業者の本事業に対する意見・要望及び参加意向の把握及び、事業採算性及び

独立採算事業の可能性を検証するためニーズ調査（ヒアリング等）を実施する。また、

ニーズ調査の結果を整理・分析し、必要に応じて事業スキームに反映する。 

②本事業に利用可能な補助制度の整理 

(4)で算出した概算工事費や施設整備事業費等、本事業にかかる経費に対し、利用可

能な補助制度について整理・検討する。 

③事業スキームの構築 

本事業で実施する場合の事業方式（ＰＦＩ、ＤＢＯ、ＥＯＩ等）、事業形態（サー

ビス購入型・独立採算型・複合型等）、事業期間、法制度上の課題及び補助金の有無

等の条件を整理し、事業スキームを構築する。 

(7) 関係部署との事前調整支援 

農地法や都市計画法等の各種法令による制約条件を整理し、関係部署との事前調整に

必要となる資料作成等を支援する。 

(8) 造成設計との調整支援 

並行して予定されている造成設計の検討内容について、（仮称）富士山の恵み産業パ

ークにとって最適な土地利用計画が図られるよう各種調整を支援する。 

(9) 各種手続きに必要な書類の作成支援 

農用地区域から除外する手続き等に必要な書類のうち施設計画に係る内容について必

要書類の作成を支援する。 

 

［フェーズ２：令和８年８月１日（土）から令和８年９月３０日（水）まで］ 

フェーズ１での検討内容をもとに基本計画の策定までを行う。  

(10) 設計業務に関する要求水準の整理 

構造種別、構造形式等を比較検討し、構造計画を整理する。また、上下水道、雨水、

汚水、雑排水、電気、ガス等について調査を行い整理する。さらに、基本的な設備シス

テム及び特殊設備等の必要性等を検討し、今後の設計業務に関する要求水準を整理する。 

(11) パース図の作成 

（仮称）富士山の恵み産業パークの全体配置がイメ―ジできる鳥瞰パース、カットパ

ースを作成する。 

(12) 実現に向けた事業スケジュール及び課題等の整理 

(1)から(11)および(15)から(18)の検討結果をふまえ、整備に向けての全体事業スケジ

ュール及び課題を整理する。その上で、各種課題に対する解決策等を検討する。 

(13）パブリック・コメントの実施支援 

基本計画（案）がほぼ確定した段階で行うパブリック・コメントに際し、実施に関する

アドバイス、意見への対応案の作成、計画への反映などを行う。 

(14) 基本計画の策定 

(1)から(13)および(15)から(18)において検討・協議した内容等をふまえて基本計画を

策定する。 
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［フェーズ１・２共通］ 

(15) 市民向けワークショップの運営支援等 

基本計画策定にあたって開催を予定している市民向けワークショップ（２回程度）の企

画立案や資料作成、記録作成を行う。 

(16) 検討委員会の運営支援等 

（仮称）富士山の恵み産業パークの基本計画策定にあたって開催を予定している、検討

委員会（２回程度）の資料作成や記録作成を行う。 

(17) 意見交換会の運営支援等 

市民（地権者等）又は関係団体を対象に（仮称）富士山の恵み産業パークの基本計画策

定に関する意見交換会（２回程度）の資料作成や記録作成を行う。 

(18) 打合せ協議 

打合せ協議は、月に２回程度を基本とするが、この他にも必要に応じて適宜、打合せ協

議を行う。打合せ方式は対面、オンラインは問わない。また、打合せ協議の内容について

は、受託事業者が議事録に記録し、双方において確認するものとする。 

 

９．提出成果品 

(1) 本業務に係る成果品は以下のとおりとする。 

①基本計画（案）    カラーＡ４版：５部 

②基本計画（案）概要版 カラーＡ４版：５部 

③パース図       鳥瞰パース（カラーＡ３版:１カット）：５部 

カットパース（カラーＡ４版:２カット）：５部 

④業務報告書      カラーＡ４版：５部 

⑤上記の電子データ   一式 

(2) 納品等の諸事項 

①成果物は、製本による図書と電子納品による。 

②使用する言語は、日本語、数字は算用数字、通貨は日本円、単位は計量法（平成４年法

律第 51 号）に定めるものとする。 

③電子納品は、ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒに件名を表示して５部提出すること。 

④市のホームページ等に基本計画（案）を公表するため、不特定多数が閲覧可能なＰＤＦ

形式のファイルに変換したものとする。 

⑤製本化した成果物及びその元となったデータファイルも合わせて提出する。 

・文書、表、グラフ ····· Microsoft Office ソフトの形式 

・図面 ················· JWW、DWG又はDXF形式 

・その他 ··············· 発注者が求める方式 

 

１０．その他特記事項 

(1) 契約費用、消費税 

①業務委託契約に要する費用、公正証書の作成に要する費用については受注者の負担と

する。 

②受注者の負担経費のうち、消費税の課税対象となるものについては課税分を加算の上、

受注者負担とする。 
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(2) 関係法令等の遵守 

受注者は関係法規及び関係諸官庁の指導を遵守すること。 

(3) 著作権 

①成果物は画像等著作権上の権利関係の帰属を済ませた上で納入すること。また、それ

らに関する紛争が生じた場合は、受注者の責任において対応するものとし、市は責任

を負わないものとする。 

②成果物の中で他の文献、資料等を引用した場合は、出典名を記載すること。 

(4) 機密保持 

①受注者は、その業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の情

報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

②受注者は、市の指示又は承認があるときを除き、その業務に関して知り得た情報を自

社の営業活動など業務の目的外の目的に利用し、又は受注者以外の者へ提供してはな

らない。 

③受注者は、その業務を処理するために市から提供された情報が記録された資料等を、

市の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

④受注者は、その業務を処理するために市から提供を受け、又は自らが収集し、若しく

は作成した情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに市に返還し、又は引き渡す

ものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

(5) その他 

①業務完了後に、受注者の責任に帰すべき理由による成果物の不良個所等があった場合

は、受注者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これに対する経費

は受注者の負担とする。 

②受注者は、本仕様書の内容及び本仕様書に定めのない事項について疑義があるときは、

速やかに、市と協議の上、市の意図を十分に理解し、業務を遂行するものとする。 

③受注者は、その業務に従事している者に対して、契約時の仕様書に記載されている事

項に対して遵守させること。 

④受注者は、ここに定める事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを

知ったときは、速やかに市に報告し、市の指示に従うものとする。 

⑤本業務委託にワークショップの会場設営に関する費用は含めないものとする。 

⑥本業務に必要な貸与品については市と協議の上、貸与するものとする。 

⑦令和６年度（仮称）富士山の恵み産業パーク基本構想外部リンク参考資料 

 ＵＲＬ：https://www.city.gotemba.lg.jp/gyousei/g-2/g-2-9/27828.html 
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（別紙）  

 

整備予定地 約40,000㎡ 


